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１【提出理由】

　当社は、2026年１月27日開催の取締役会において、当社の自動販売機事業を分割し、当社の100％子会社であるネオ

ス株式会社に承継させることを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該吸収分割の相手会社に関する事項

（１）商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 ：　　ネオス株式会社

本店の所在地 ：　　東京都江東区亀戸一丁目42番20号

代表者の氏名 ：　　代表取締役社長　川本　正人

資本金の額 ：　　80百万円（2025年４月期）

純資産の額 ：　　341百万円（2025年４月期）

総資産の額 ：　　6,602百万円（2025年４月期）

事業の内容 ：　　自動販売機を通じた飲料及び食料品の販売と自動販売機の保守管理

　　　その他上記に附帯関連する業務

 

（２）最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期 2023年４月期 2024年４月期 2025年４月期

売上高（百万円） 21,924 22,766 22,915

営業利益（百万円） 214 118 △29

経常利益（百万円） 184 113 △34

当期純利益（百万円） △1,172 14 △67

 

（３）大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社伊藤園（提出会社）　　　100％

 

（４）提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

相手会社は、提出会社100％出資の連結子会社であり、当社より取締役、監査役を派遣しております。また、

当社は飲料を相手会社に販売しております。

 

２．当該吸収分割の目的

当該吸収分割は、自動販売機事業を当社の100％子会社であるネオス株式会社に承継させることで、事業構造改革

と基幹ブランドへの資本集中を図り、柔軟な戦略性と収益性を確立した事業へ進化させていくことを目的とするもの

です。

 

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

（１）吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、ネオス株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

 

（２）吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割は、当社と当社の100％子会社との間で行われるため、当該吸収分割に際して、株式の割当てそ

の他対価の交付は行いません。
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（３）その他の吸収分割契約の内容

①吸収分割の日程

吸収分割契約締結の取締役会決議日 2026年１月27日

吸収分割契約締結日 2026年３月２日（予定）

吸収分割契約効力発生日 2026年５月１日（予定）

 

②承継により増減する資本金

当該吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

 

③会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済みの新株予約権について当該吸収分割による取扱いの変更はありません。また、当社は新株予約

権付社債を発行しておりません。

 

④承継する権利義務

承継会社は、自動販売機事業に関して当社が有する資産、負債及び契約その他の権利義務のうち、吸収分割契

約書において定めるものを承継します。

 

⑤債務履行の見込み

当該吸収会社分割の効力発生日以降において、当社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の見込み

に問題がないものと判断しております。

 

４．吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

 

５．当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額

総資産の額及び事業の内容

商号 ：　　株式会社伊藤園ネオス（予定）

本店の所在地 ：　　東京都台東区浅草五丁目１番13号（予定）

代表者の氏名 ：　　未定

資本金の額 ：　　80百万円

純資産の額 ：　　未定

総資産の額 ：　　未定

事業の内容 ：　　自動販売機を通じた飲料及び食料品の販売と自動販売機の保守管理

　　　その他上記に附帯関連する業務

 

以　上
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